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高山市

１．事業概要 ～計画概要、位置～

高山地方合同庁舎に入居予定の税務署及び公共職業安定所は築後４０年以上，法務総合庁舎は築後３８年を

経過し、施設の老朽化による不具合が生じ、税務署及び検察庁については業務の多様化や業務量の増大による

狭あいが著しい。税務署については耐震性能が不足し、大規模地震時に倒壊・崩壊の恐れがある。自衛隊出張

所は民借しているため集約により合理化を計る必要がある。

高山市では、高山駅周辺の官庁街を含めたエリアについて、平成１５年度にシビックコア地区計画が承認された

ことを受け、土地区画整理事業（平成２９年度末完成予定）等のまちづくりを進めており、高山駅前に合同庁舎が

整備されることで、地域連携の促進、まちづくりへの寄与とともに、周辺庁舎の集約化により庁舎跡地（国有財産）

の有効活用が図られる。以上の理由により、早急に新たな庁舎を整備する必要がある。

（１）計画概要

（２）位 置 岐阜県高山市

高山税務署

ＪＲ高山駅

自衛隊
岐阜地方協力

本部高山出張所
【民借】

高山公共職業安定所

高山地方合同庁舎（計画地）

高山市シビックコア地区計画

高山法務総合庁舎
（岐阜地方検察庁高山支部・区検察庁）

（岐阜地方法務局高山支部）

高山市役所

N
１００ｍ
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１．事業概要 ～新庁舎の概要～

－ 敷 地 ： 岐阜県高山市昭和町１丁目 （高山市シビックコア地区内） ４，０１５㎡

（※）市有地を取得予定

－ 建 物 ： 庁舎－鉄筋コンクリート造 地上４階 、 延べ面積： ５，５５７㎡

車庫－鉄筋コンクリート造 平家建、 延べ面積： ２６１㎡

－ 総事業費 ： 約２０億円

－ 事業期間 ： 平成２８年度 ～ 平成３２年度

配置計画図 完成イメージ図

（３） 新庁舎の概要
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高山地方合同庁舎

新庁舎



１．事業概要 ～既存庁舎の概要～
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１） 高山税務署

－ 建 設 ： 昭和４４年 （ 築４６年 ）

－ 敷 地 ： 岐阜県高山市名田町３－８２

－ 建 物 ： 鉄筋コンクリート造 地上２階 延べ面積９８９㎡

（４） 既存庁舎の概要

－ 建 設 ： 昭和４７年 （ 築４３年 ）

－ 敷 地 ： 岐阜県高山市上岡本町７－４７８

－ 建 物 ： 鉄筋コンクリート造 地上２階 延べ面積６７９㎡

２） 高山公共職業安定所

－ 建 設 ： 昭和５２年 （ 築３８年 ）

－ 敷 地 ： 岐阜県高山市花岡町２丁目５５－１６

－ 建 物 ： 鉄筋コンクリート造 地上２階 延べ面積１，４６７㎡

３） 高山法務総合庁舎

【入居官署】 岐阜地方検察庁高山支部・区検察庁、

岐阜地方法務局高山支部

自衛隊岐阜地方協力本部 高山出張所 －民間ビルを賃借している



１．事業概要 ～入居官署の概要～

4

１） 高山税務署

－ 税務署は、国税庁や国税局の指導・監督のもとに、内国税の賦課・徴収を担当する執行機関である。

－ 高山税務署は、高山市・飛騨市・下呂市・大野郡を管轄している。

５） 自衛隊岐阜地方協力本部 高山出張所

－ 地方協力本部は、自衛隊の受験、見学、質問、相談等の窓口を行う。

－ 高山出張所は、高山市・飛騨市・郡上市・下呂市・大野郡を管轄している。

３） 岐阜地方検察庁 高山支部・区検察庁

－ 地方検察庁支部・区検察庁は、捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、

裁判の執行の指揮・監督等を行う。

－ 高山支部・区検察庁は、高山市・飛騨市・下呂市（金山振興事務所区域除く）・大野郡を管轄している。

２） 高山公共職業安定所

－ 公共職業安定所は、公的職業紹介所であり、求職者には職業紹介や雇用保険の受給手続きを、

雇用主には国の助成金や求人に関するサービスを提供している。

－ 高山公共職業安定所は、高山市・飛騨市・下呂市(美濃加茂公共職業安定所の管轄区域を除く)・大野郡

を管轄している。

（５） 入居官署の業務

４） 岐阜地方法務局 高山支局

－ 地方法務局支局は、登記・供託・戸籍・国籍・人権擁護・国の利害に関係のある訴訟活動。登記簿の公示、

供託の受付業務、身分関係の登録・公証、人権擁護のための啓発活動等を行う。

－ 高山支局は、高山市・飛騨市・下呂市（金山町除く）・大野郡を管轄している。



２．事業計画の必要性 ～評点の算出～

計画理由

① 老朽

評点

９０ 現存率 ５５％（築４６年）

施設の状況

② 狭あい ５０ 面積率 ０．７１

⑤ 都市計画の関係 ４０ シビックコア地区

⑦ 施設の不備 ６０

必要性の評点

９０主理由×１．０

５

４
従要素×０．１

６

１０５点

① 老朽 現存率 ５９％（築４３年）

⑤ 都市計画の関係 ４０ シビックコア地区

２） 高山公共職業安定所の評点 ： ９８点
必要性の評点

９０主理由×１．０

４従要素×０．１

９８点

※③借用返還、④分散、⑥立地条件の不良、⑧衛生条件の不良 及び ⑨法令等 は評点無し。

※②狭あい、③借用返還、④分散、⑥立地条件の不良、⑧衛生条件の不良 及び ⑨法令等は評点無し。

計画理由 評点 施設の状況

９０

（１） 評点の算出

１） 高山税務署の評点 ： １０５点
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計画理由

① 老朽

評点

９０ 現存率 ６０％（築３８年）

施設の状況

② 狭あい ５０ 面積率 ０．７２

⑤ 都市計画の関係 ４０ シビックコア地区

必要性の評点

９０主理由×１．０

５

４
従要素×０．１

９９点

※③借用返還、④分散、⑥立地条件の不良、⑦施設の不備⑧衛生条件の不良 及び ⑨法令等は評点無し。

３） 岐阜地方検察庁高山支部・区検察庁の評点 ： ９９点

耐震性能不足 ０．７０／１．００

⑦ 施設の不備 ４０ ４従要素×０．１

バリアフリー法建築物移動等円滑化基準不適合

バリアフリー法建築物移動等円滑化基準不適合



２．事業計画の必要性 ～評点の算出～
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① 老朽 現存率 ６０％（築３８年）

必要性の評点

９０主理由×１．０

４従要素×０．１

９４点

※②狭あい、③借用返還、④分散、⑥立地条件の不良、⑦施設の不備、⑧衛生条件の不良 及び

⑨法令等は評点無し。

計画理由 評点 施設の状況

９０

⑤ 都市計画の関係 ４０ シビックコア地区

４） 岐阜地方法務局高山支局の評点 ： ９４点

（１） 評点の算出

※①老朽、②狭あい④分散、⑥立地条件の不良、⑦施設の不備、⑧衛生条件の不良 及び ⑨法令等

は評点無し。

○ 総合判定 ： １０７ 点 ≧ １００点

各官署による評点 （面積加重平均） ９７点

合計 ： 総 合 判 定 １０７点 ≧ １００点

合同庁舎計画に基づくもの （加点要素） １０点

計画理由 評点 施設の状況 必要性の評点

主理由×１．０

従要素×０．１

５０

４

５４点

③ 借用返還 ５０ 速やかに返還すべきもの

⑤ 都市計画の関係 ４０ シビックコア地区

５） 自衛隊岐阜地方協力本部高山出張所の評点 ： ５４点



２．事業計画の必要性 ～現存率の算出根拠：評点（老朽） ～
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（２） 現存率の算出根拠 ：評点（老朽）

区 分

外壁建具周り・床にひび割れが見られる。構 造 ０．６０

各部現存率 主 な 現 象

主要部の仕上げ ０．５８

電気設備 ０．６０

０．４５

１） 高山税務署の現存率 ： ５５％

２） 高山公共職業安定所の現存率 ： ５９％

３０．１

２４．０

３１．０

１１８．１

機械設備

計

構成比

－

平成１９年に耐震改修、若干のひび割れが見られる。

屋上防水の劣化、内壁・床にひび割れが見られる。

動力盤、監視設備等に経年劣化が見られる。

冷温水発生機が老朽し、不具合や効率の悪化がある。

－ 現存率＝Σ（構成比×各部現存率）÷Σ（構成比） ×１００ ＝ ５９％

（注１） 現存率は、建物の老朽度を示す指標で、建築物の新築時を１００とする。

（注２） 各部構成比は、仕上げ種類等により変動するため、合計が１００とならない場合がある。

屋上防水の劣化、内壁にひび割れが見られる。

受変電設備の経年劣化が著しい。

建設当初の設備であり、経年劣化が見られる。

－ 現存率＝Σ（構成比×各部現存率）÷Σ（構成比）×１００＝ ５５％

区 分

構 造

主要部の仕上げ

電気設備

機械設備

計

３３．０

２６．８

２１．０

３１．０

１１１．８

構成比

０．７０

各部現存率

０．６１

０．７４

０．３５

－

主 な 現 象

３３．０



２．事業計画の必要性 ～現存率の算出根拠：評点（老朽） ～
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（２） 現存率の算出根拠：評点（老朽）

区 分

柱・内壁にひび割れが多数見られる、床沈下発生。構 造 ０．５０

各部現存率 主 な 現 象

主要部の仕上げ ０．４６

電気設備 ０．６２

０．７６

３） 岐阜地方検察庁高山支部・区検察庁（高山法務総合庁舎）の現存率 ： ６０％

４） 岐阜地方法務局高山支局（高山法務総合庁舎）の現存率 ： ６０％

２２．６

１７．０

３７．０

１０８．６

機械設備

計

構成比

－

柱・内壁にひび割れが多数見られる、床沈下発生。

外壁仕上げに経年劣化及びひび割れが多数見られる。

動力設備に経年劣化が見られる。

給排水、衛生設備に経年劣化による汚損が見られる。

－ 現存率＝Σ（構成比×各部現存率）÷Σ（構成比）×１００＝ ６０％

外壁仕上げに経年劣化及びひび割れが多数見られる。

動力設備に経年劣化が見られる。

給排水、衛生設備に経年劣化による汚損が見られる。

－ 現存率＝Σ（構成比×各部現存率）÷Σ（構成比）×１００＝ ６０％

区 分

構 造

主要部の仕上げ

電気設備

機械設備

計

３２．０

２２．６

１７．０

３７．０

１０８．６

構成比

０．５０

各部現存率

０．４６

０．６２

０．７６

－

主 な 現 象

３２．０

（注１） 現存率は、建物の老朽度を示す指標で、建築物の新築時を１００とする。

（注２） 各部構成比は、仕上げ種類等により変動するため、合計が１００とならない場合がある。



２．事業計画の必要性 ～現庁舎の老朽状況～
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１） 高山税務署の現存率 ： ５５％

外壁ひび割れ

外壁 ： 建具周囲にひび割れが発生し、
屋内へ漏水が生じている

床ひび割れ

床 ： 床スラブにひび割れが発生

ひび割れ

天井 ： 天井から漏水が発生
内壁 ： 壁面にひび割れが発生

漏水跡

（３） 現庁舎の老朽状況

屋上 ： 屋上防水が劣化し、室内へ漏水が
生じている

屋上防水の劣化

電気設備 ： 受変電設備の経年劣化が
著しい

機械設備 ： 建設当時の設備であり、
経年劣化が見られる



２．事業計画の必要性 ～現庁舎の老朽状況～
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２） 高山公共職業安定所の現存率 ： ５９％

屋上防水の劣化

屋上 ： 屋上防水の劣化し剥離し、屋内へ
漏水が発生

水切り周辺
のひび割れ

外壁 ： 建具下の水切り等にひび割れ
が発生

床にひび割れ

室内床 ： ひび割れや仕上げ材の劣化が
見られる

内壁の漏水痕

内壁 ： ひび割れより漏水が発生

設備機器に発錆

機械設備 ： 冷温水発生器が老朽し、
不具合や効率の悪化がある

（３） 現庁舎の老朽状況

電気設備 ： 動力盤、監視設備等に経年
劣化が見られる



２．事業計画の必要性 ～現庁舎の老朽状況～
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３） 高山法務総合庁舎（検察庁支部・区検察庁、法務支局）の現存率 ： ６０％

（３） 現庁舎の老朽状況

柱のひび割れ

内部柱 ： １階証拠品庫の柱にひび割れ
が発生

床の沈下

室内床 ： １階取調室の床スラブで
沈下が発生

外壁仕上げの
劣化、ひび割れ

外壁 ： 外壁仕上げの劣化及びひび割れ
が多数発生

内壁 ： ２階書庫の壁にひび割れが発生

電気設備 ： 動力設備に経年劣化が見ら
れる

機械設備 ： 給排水衛生設備に経年劣化
による汚損が見られる



（４） 面積率の算出根拠 ：評点（狭あい）

２．事業計画の必要性 ～面積率の算出根拠：評点（狭あい） ～
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－換算人員の算出根拠 （ 換算人員 計 ： ９２．２ ）

１１１

面積

－固有業務室の面積 （ 固有業務室 計 ： ４５８㎡ ）

室 名

公衆溜

面接室

現金出納室

分析室

－面積率＝現有面積÷（ ７．４×換算人員×１．１＋０．４×換算人員＋固有業務室 ）

＝ ０．７１

閲覧室

２０

７

４０

７

面積室 名

事務機械室

耐火書庫

KSK事務機械室

端末スペース

会議室

９５

３９

２０

７９

２６

面積室 名

倉庫

押印室 ７

（注）面積率は狭あいの状況を示す指標であり、計画の必要性を評価する際に限り用いる。
所要面積に対する現有面積の充足率とは、一致しない。

区 分

１０．０署 長 １

人員

課長 ８

１４

２．５

１．８

１．８

補佐

係長

換算率

１５

１０．０

換算人員

２０．０

２５．２

１．０係員 １０ １０．０

２７．０

７

１） 高山税務署の面積率 ： ０．７１



（４） 面積率の算出根拠 ：評点（狭あい）

２．事業計画の必要性 ～面積率の算出根拠：評点（狭あい） ～
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－換算人員の算出根拠 （ 換算人員 計 ： ２８．０ ）

４４

面積

－固有業務室の面積 （ 固有業務室 計 ： ４８３㎡ ）

室 名

普通調室

検取調室

特別調室

証人事前
準備室

－面積率＝現有面積÷（ ７．４×換算人員×１．１＋０．４×換算人員＋固有業務室 ）

＝ ０．７２

２６

２４

区 分

７．０支部長 １

人員

検察官 １

２

６．０

２．５

１．８

課長

係長

換算率

５

７．０

換算人員

６．０

５．０

１．０係員 １ １．０

９．０

２０

２） 岐阜地方検察庁高山支部・区検察庁の面積率 ： ０．７２

５

面積室 名

図書資料室

会議室

採証室
カウンセ
リング室

２９

３０

７

３０

面積室 名
通訳人

事前準備室

記録閲覧室

確定記録等
閲覧室

弁護人控室

２０

５

２０

１５

面積室 名
弁護人
接見室

呼出人控室

収監身柄
控室

仮監同行室

３０

２０

１０

４０

面積室 名

記録保存庫

領置
証拠品庫

重量
証拠品庫

物置

２４

５

２０

２０

面積室 名

タイヤ保管庫

応援検察官
調室

更生保護
相談室

２２

１７

（注）面積率は狭あいの状況を示す指標であり、計画の必要性を評価する際に限り用いる。
所要面積に対する現有面積の充足率とは、一致しない。



２．事業計画の必要性 ～現庁舎の狭あい状況～
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１） 高山税務署の面積率 ： ０．７１

（５） 現庁舎の狭あい状況

１階事務室 ： 収納場所が不足し、
通路等に書類を置いている

２階機器室：保管した資料が
山積みとなっている

２）岐阜地方検察庁高山支部・区検察庁の面積率 ： ０．７２

取調室、各種待合室：
室数が不足している

１階倉庫：証拠品庫等の
室数が不足している

１階書庫：収納スペースが不足し、
通路に資料を置いている



２．事業計画の必要性

○ 耐震性能不足

○ バリアフリー法 建築物移動等円滑化基準に不適合

15

高山税務署の耐震安全性の評価

－評価値 ： ０．７０

－地震の震動及び衝撃に対して倒壊し

又は崩壊する危険性がある。

高山税務署の耐震安全性の目標

－評価値 ： １．００

－大地震動により構造体に部分的な損傷は

生じるが、建築物全体の耐力の低下は、

著しくないことを目標とし、人命の安全確保

が図られている。

＜
不足

（６） 現庁舎の耐震性能不足 ： 高山税務署

－ 階段蹴上げ、踏面寸法が基準を満足していない

－ エレベーター未整備
エレベーターが未整備で、庁舎２階に受付窓口があるため、高齢者、
障害者等についても階段での移動を余儀なくされている。

基 準

１７．５高山税務署 ２６

３０以上

高山公共職業安定所 ２５１７

１６以下

踏面蹴上げ

（単位：ｃｍ）

高山税務署

高山公共職業安定所

～現庁舎の耐震性能不足、
バリアフリー法不適合：評点（施設の不備）～

（７） 高山税務署、高山公共職業安定所



３．事業計画の合理性
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○ 合理性の評点 ： １００ 点 ＝ １００点

Ａ．事業案の総費用 （千円）

１．初期費用

1,641,588
91,354企画設計費

－解体費

1,732,942

２．修繕維持費

342,566修繕費

562,172保全費

168,451水道光熱費

1,073,189
3,050,540

３．土地の占有に係る機会費用

４．法人税等

443,657
－170,237

－ 同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、事業案の方が経済的であると
評価される。

（注１）

庁舎建設期間と維持

管理期間を評価対象

として、現在価値化

した金額である。

（注２）

端数処理の関係から

合計値が異なる場合

がある。

Ｂ．代替案の総費用 （千円）

建設費

１．初期費用

２．維持管理費

３．土地の占有に係る機会費用

４．法人税等

1,489,287
75,510
49,583

433,722
568,854
161,731
178,406

1,614,380

1,342,713
3,371,477

－212,293

企画設計費

解体費

修繕費

保全費

賃料

増築・改築費

水道光熱費

合 計

合 計

626,677

【代替案の概要】
高山税務署* →増築
高山職安*   →増築
高山法務総合* →増築
自衛隊地本** →賃借

* 管轄内に必要面積に対応す
る賃借施設等は存在しないこ
とから、賃借によることは困難

**管轄内に空地になっている
国有地等は存在しないことか
ら、別地立替は困難

３．土地の占有に係る機会費用

４．法人税等 －199,248



４．事業計画の効果 ～評点の算出～

○効果（ Ｂ１： 業務を行うための基本機能 ） の評点 ： １２１ 点 ≧ １００点

イ 位 置

分 類

ハ 構 造

項 目 係数 評価の根拠

① 用地の取得・借用

② 災害防止・環境保全

③ アクセスの確保

④ 都市計画その他の土地利用に関する
計画との整合性

⑤ 敷地形状等

イ ①×②×③×④×⑤ 計

ロ ①×② 計

ハ 計

① 建築物の規模

事業計画の効果の評点
イ×ロ×ハ×１００

１．０

１．２１

取得計画あり（土地区画整理事業地内）

１．１

１．０

１．０

１．０

１．１

１．０

１２１点

１．０

１．０

自然条件が災害防止・環境保全上良好

周辺に道路・鉄道が整備済み

都市計画・土地利用計画等に積極的に貢献

敷地が有効形状、接道あり

業務内容等に応じ、適切な規模を設定

ロ 規 模
② 敷地の規模 １．０

建築物の規模及び業務内容等に応じ、適切
な規模を設定

執務に必要な空間及び機能が適切に確保さ
れる見込み

機能性 （ 業務を行うための基本機能 ）
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４．事業計画の効果 ～業務を行うための基本機能～

イ 位置

－ 建築物の規模及び業務内容に応じ、適切な規模の敷地と
なっている。

ロ 規模

ハ 構造

法定容積 （ 容積率 ） 計画床面積 （ 計画容積率 ）

16,060㎡ （ 400％ ） 5,881㎡ （ 146.48％ ）

法定建築面積
（ 建ぺい率 ）

計画建築面積
（ 計画建ぺい率 ）

3,212㎡ （ 80％ ） 1,713㎡ （ 42.67％ ）

－ シビックコア地区、高山駅西側に合同庁舎の用地が
確保されている （市有地を取得予定）

－ 敷地は、高山駅及び国や市の行政機関に隣接しており
来庁者のアクセスや利便性も良好である。

－ 高山市の土地区画整理事業地内における整備であり、
市の都市計画とも整合し、良好な街並み形成等に貢献
する。

－ 各入居官署の執務に必要な空間及び機能が適切に確保
できる計画である。

高山市総合交流センター

総合福祉センター 高山地方合同庁舎．
（計画地）

市民文化会館

市民交流・
生活支援拠点

自衛隊高山出張所
裁判所

法務総合庁舎

高山市シビックコア地区

高山市等の施設

高山税務署

国の施設

広域行政交流拠点
高山市役所

高山警察署

18

高
山
駅

○効果（ Ｂ１： 業務を行うための基本機能 ）の根拠



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能の評価～

地域性

評価項目 評価 評価の根拠

Ａ

特に充実した取組が計画されている。

－自治体との連携 （ 高山市シビックコア地区計画 ）

－景観形成の取組（高山市景観計画 中心商業景観重点地域）

社会性

分 類

環境保全性 Ａ

特に充実した取組が計画されている。

－事務室等への照明制御の導入による省エネ化

－太陽光発電による自然エネルギーの有効活用

－屋上緑化による緑化の推進

－高性能ガラスの採用環境保全性

ユニバーサル
デザイン

Ａ

特に充実した取組が計画されている

－ 建築物移動等円滑化誘導基準を満たしたうえで、特にユニバー

サルデザインに配慮する計画である
機能性

防災性 C
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなされて

いるほか、防災に関する一般的な取り組みが行われている。

木材利用促進 Ａ

特に充実した取組が計画されている。

－内装等の木質化

－自転車置場の木造化

19

○効果（ Ｂ２： 施策に基づく付加機能 ）



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能(地域性） ～

市営駐車場
多目的
広場

昭和児童公園
（ﾎﾟｯﾎﾟ公園）

歩行者専用の街路を
連続的に整備

高山駅東西自由通路

総合福祉ｾﾝﾀｰ

昭和児童公園 高山市総合交流センター 高山駅西口広場

高山市
総合交流ｾﾝﾀｰ

・公園と一体的な都市空間を形成
・災害時の避難場所としての機能確保
・地域福祉の拠点：総合福祉センターと
連携したユニバーサルデザインの実施
・行政、観光案内の拠点機能

中心商業景観重点地域（高
山駅周辺地区） 市の景観

計画に基づく庁舎整備

１） 社会性 （ 地域性 ）－自治体等との連携 高山市シビックコア整備計画

JR高山駅

20

合
同
庁
舎 N

－高山市の景観重点地域における、景観に配慮した庁舎計画

高山市シビックコア地区内：
高山駅西口周辺地域



４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能(環境保全性） ～

・ ライフサイクルを通しての環境負荷の低減 （ グリーン庁舎としての整備 ）

グリーン庁舎のイメージ

自然エネルギーの有効活用
（ 太陽光発電 ）

雨水透水により、都市部の
熱環境改善（透水性舗装）

緑化の推進（屋上緑化）

建物の高断熱化による
熱負荷の低減

水資源エネルギーの活用
（ 雨水利用設備 ）

25%点灯 50%点灯 70%点灯

750lx

昼光

750lx 750lx750lx

※昼間の明るさを利用して、 照明エネルギーを削減

室内照明を昼光量や在席状況に応じて自動的に

制御することで、省エネルギー化を図る。

・昼光制御 － 昼光量により照度を調整する。

・人感センサー － 在席状況により点灯・消灯する。

・初期照度補正 － 初期の余分な明るさを抑えて、

寿命まで一定の明るさで調光。

・ 照明制御による省エネルギー化

２） 環境保全性
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４．事業計画の効果

２） 環境保全性 （ 木材利用促進 ）

庁舎内装等への木材利用 木造の自転車置場
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※写真はイメージ写真

事務室の自動扉化車いす使用者用
駐車場の整備

階段への二段手すりの
設置や注意喚起表示

多機能トイレの整備

３） 機能性 （ ユニバーサルデザイン ） － 建築物移動等円滑化誘導基準による整備

～施策に基づく付加機能
(地域性・木材利用促進・ユニバーサルデザイン） ～



５．評価（案）
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１０７ 点 ≧ １００点事業計画の必要性

１００ 点 ＝ １００点事業計画の合理性

１２１ 点 ≧ １００点事業計画の効果


